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訓 令

沖縄県訓令第19号

知 事 部 局

企 業 局 本 庁

病 院 事 業 局 本 庁

教 育 庁 本 庁

議 会 事 務 局

人 事 委 員 会 事 務 局

監 査 委 員 事 務 局

労 働 委 員 会 事 務 局

沖縄県庁舎等防火管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成30年８月31日

沖縄県知事職務代理者

沖縄県副知事 富 川 盛 武

沖縄県庁舎等防火管理規程の一部を改正する訓令

沖縄県庁舎等防火管理規程（昭和57年沖縄県訓令第17号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項第６号を次のように改める。

⑹ 病院事業局病院事業総務課長

附 則

この訓令は、平成30年９月１日から施行する。

沖縄県訓令第20号

沖縄県企業局訓令第２号

沖縄県病院事業局訓令第17号

沖縄県教育委員会教育長訓令第４号

沖縄県警察本部訓令第16号

庁 内 一 般

企 業 局

病 院 事 業 局

教 育 庁

警 察 本 部

30 ８ 31 金曜日 （号外第27号）



沖縄県渇水対策本部設置規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成30年８月31日

沖縄県知事職務代理者

沖 縄 県 副 知 事 富 川 盛 武

沖 縄 県 企 業 局 長 金 城 武

沖縄県病院事業局長 我 那 覇 仁

沖縄県教育委員会教育長 平 敷 昭 人

沖 縄 県 警 察 本 部 長 筒 井 洋 樹

沖縄県渇水対策本部設置規程の一部を改正する訓令

沖縄県渇水対策本部設置規程（平成19年沖縄県訓令第57号・沖縄県企業局訓令第３号・沖縄県病院事業局

訓令第４号・沖縄県教育委員会教育長訓令第16号・沖縄県警察本部訓令第３号）の一部を次のように改正す

る。

別表第２中「病院事業局県立病院課長」を「病院事業局病院事業総務課長」に改める。

附 則

この訓令は、平成30年９月１日から施行する。
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